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全
議
案
原
案
の
と
お
り
決
定

12
　

12
月
定
例
会
は
、
12
月
４
日
か
ら
18
日
ま
で

の
15
日
間
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
ま
し
た
。

　

初
日
は
、
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に

つ
い
て
採
決
を
行
い
、
同
意
し
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
市
長
提
出
議
案
は
、
中
華
人
民
共

和
国
重
慶
市
巴は

南な
ん

区
と
の
「
友
好
都
市
提
携
に

つ
い
て
」、「
三
条
市
コ
メ
リ
捧
賢
一
記
念
少
年

ス
ポ
ー
ツ
育
成
基
金
条
例
の
制
定
」
な
ど
の
条

例
案
件
、「
三
条
市
立
大
崎
児
童
館
」
な
ど
の

指
定
管
理
者
の
指
定
、「
医
療
系
高
等
教
育
機

関
施
設
建
設
建
築
本
体
工
事
」
な
ど
の
請
負
契

約
の
締
結
、
コ
メ
リ
捧
賢
一
記
念
少
年
ス
ポ
ー

ツ
育
成
寄
付
金
の
基
金
へ
の
積
み
立
て
や
ふ
る

さ
と
三
条
応
援
寄
附
金
の
増
に
伴
う
報
償
品
購

入
費
な
ど
の
増
額
、
三
条
庁
舎
の
耐
震
補
強
工

事
に
係
る
実
施
設
計
委
託
、
下
田
地
域
の
診
療

所
の
開
設
に
係
る
経
費
の
ほ
か
、
人
事
院
勧
告

等
を
考
慮
し
た
議
会
議
員
の
期
末
手
当
な
ら
び

に
特
別
職
お
よ
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
の
改

定
に
伴
う
増
額
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
平
成
30

年
度
三
条
市
一
般
会
計
補
正
予
算
」
な
ど
22
件

が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
議
案
は
、
各
常
任
委
員
会
の
審
査

を
経
て
、
採
決
の
結
果
、
全
て
原
案
の
と
お
り

可
決
ま
た
は
同
意
し
ま
し
た
。

会派名　  　 
（下段は所属議員数）

議　　案

自
由
ク
ラ
ブ

新

し

い

風

自
民
ク
ラ
ブ

日
本
共
産
党
議
員
団

公
明
党
議
員
団

無

所

属

議

決

結

果区分 番　号 件　　　　名 概　　　　要 審査した委員会 7 5 4 3 2 1

〔市長提出〕
そ
の
他

議第１号 友好都市提携について
三条市と中華人民共和国重慶市巴南区が協力しながら両市区の
発展に資するとともに、併せて日本国と中華人民共和国の親善と
世界平和に貢献するため、同区と友好都市を提携するもの

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

条
　
　
　
　
　
　
　
例

議第２号
三条市コメリ捧賢一記念少
年スポーツ育成基金条例の
制定について

学校等のより良いスポーツ環境の整備を通じて少年の健全な育
成を図るため、捧賢一氏の遺志に基づく寄付金を基に、三条市コ
メリ捧賢一記念少年スポーツ育成基金を設置することから、本条
例を制定するもの
施行期日：公布の日

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第３号 三条市体育文化会館条例
の制定について

市民のスポーツおよび文化活動ならびに交流の活発化を図るた
め、三条市体育文化会館を設置することから、本条例を制定する
もの
施行期日：規則で定める日

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第４号
三条市議会議員の議員報酬
及び費用弁償等に関する条
例の一部改正について

平成30年８月10日の人事院勧告および同年10月11日の新潟県
人事委員会勧告の内容を考慮し、議会議員の期末手当について、
必要な改正を行うもの
施行期日：公布の日等

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第５号
三条市特別職の職員の給与
に関する条例等の一部改正
について

平成30年８月10日の人事院勧告および同年10月11日の新潟県
人事委員会勧告の内容を考慮し、特別職および一般職の職員の
給与について、必要な改正を行うもの　施行期日：公布の日等

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第６号 三条市手数料条例の一部
改正について

建築基準法の一部改正に伴い、建築主事を置く市町村の長等に
新たな権限が付与されたことから、これらの事務に係る手数料を
定めるため、必要な改正を行うもの
施行期日：公布の日

経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

そ
　
　
　
の
　
　
　
他

議第７号 三条市立大崎児童館の指
定管理者の指定について

三条市立大崎児童館の指定管理者として、社会福祉法人報徳福
祉会を指定するもの
指定の期間：平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第８号 三条市槻の森斎苑の指定管
理者の指定について

三条市槻の森斎苑の指定管理者として、株式会社元創を指定す
るもの
指定の期間：平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第９号 三条鍛冶道場の指定管理者
の指定について

三条鍛冶道場の指定管理者として、越後三条鍛冶集団を指定す
るもの
指定の期間：平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第10号 三条市勤労青少年ホームの
指定管理者の指定について

三条市勤労青少年ホームの指定管理者として、一般社団法人新
潟県労働者福祉協議会を指定するもの
指定の期間：平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第11号
三条市農業体験交流セン
ターの指定管理者の指定に
ついて

三条市農業体験交流センターの指定管理者として、ＭＳネット
ワークを指定するもの
指定の期間：平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第12号 保内公園の指定管理者の指
定について

保内公園の指定管理者として、保内緑の里管理組合を指定する
もの
指定の期間：平成31年４月１日から平成33年３月31日まで

経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議 案 賛 否 一 覧 表 ○：議案に対して賛成
×：議案に対して反対
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そ
　
　
　
　
の
　
　
　
　
他

議第13号
三条市かわまち交流拠点施
設の指定管理者の指定につ
いて

三条市かわまち交流拠点施設の指定管理者として、かわまち・ドッ
トコムを指定するもの
指定の期間：平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第14号
三条市リージョンセンター
の指定管理者の指定につい
て

三条市リージョンセンターの指定管理者として、社会福祉法人ひ
めさゆり福祉会を指定するもの
指定の期間：平成31年４月１日から平成36年３月31日まで

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第15号 市道路線の認定及び変更に
ついて

認定路線　　13路線　　実延長	 	 2,404.7ｍ　　
変更路線　　 2路線　　実延長(減少分)	 	 △398.1ｍ　　 経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第16号
医療系高等教育機関施設
建設建築本体工事請負契
約の締結について

鉄骨造　地上２階建て
延べ面積	 4,517.58㎡
契約金額	 11億3,076万円
契約者	 本間・新潟アーバン特定共同企業体

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第17号
医療系高等教育機関施設
建設電気設備工事請負契
約の締結について

電気設備工事一式
契約金額	 2億2,140万円
契約者	 大方・大原・須藤特定共同企業体

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第18号
医療系高等教育機関施設
建設機械設備工事請負契
約の締結について

機械設備工事一式
契約金額	 3億5,100万円
契約者	サンライフ・三条文化特定共同企業体

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第19号 財産の無償貸付けについて

下田地域の医療体制確保対策事業の用に供するため、次の財産
を無償貸し付けするもの
建物：三条市下田保健センター
　　		鉄筋コンクリート造　地上２階建て
　　		　　貸し付け面積	 267.27㎡　
土地：三条市荻堀1183番地１ほか２筆
　　		　　貸し付け面積	 145.52㎡　
貸し付けの相手方：
東京都国分寺市富士本二丁目17番地16　池上敬一
貸し付けの期間：
貸し付け契約締結の日から平成36年３月31日まで

市民福祉常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第20号 損害賠償の額の決定及び和
解について

平成30年８月25日に三条市下須頃地内で発生した道路上での事
故による物的損害について、損害賠償の額を決定し、および和解
するもの

経済建設常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

予
　
　
　
算

議第21号 平成30年度三条市一般会
計補正予算

コメリ捧賢一記念少年スポーツ育成寄付金の基金への積み立て
や、ふるさと三条応援寄附金の増に伴う報償品購入費などの増額
のほか、三条庁舎の耐震補強工事に係る実施設計委託、下田地域
の診療所の開設に係る経費などについて、必要な予算措置を行う
もの
補正額	 ７億6,131万6,000円
補正後の額	 493億1,238万8,000円

総務文教常任委員会
市民福祉常任委員会
経済建設常任委員会

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第22号 平成30年度三条市一般会
計補正予算

小学校、中学校および義務教育学校への冷房設備の整備に係る
経費について、必要な予算措置を行うもの
補正額	 ８億2,539万8,000円
補正後の額	 501億3,778万6,000円

総務文教常任委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

人
　
事

諮第１号 人権擁護委員候補者の推
薦について

人権擁護委員伴田德昭さんは、平成31年３月31日任期満了する
こととなるので、その後任委員候補者として伴田德昭さんを推薦
するもの
任期：３年

(委員会付託省略) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意
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